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定期監査結果の報告について

 地方自治法第 199 条第４項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第９項の規定

によりその結果を別紙のとおり報告する。
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定 期 監 査 結 果 報 告 

１．監査の対象、期間及び監査日 

対    象 
監 査 日 

部 課 名 期  間 

総 務 部

職 員 課
令 和 ４ 年 ４ 月 か ら 

令 和 ５ 年 ３ 月 ま で 
令和５年６月６日 

総 務 課
令 和 ４ 年 ４ 月 か ら 

令 和 ５ 年 ３ 月 ま で 
令和５年６月６日 

市 民 課
令 和 ４ 年 ４ 月 か ら 

令 和 ５ 年 ３ 月 ま で 
令和５年７月５日 

契 約 検 査 課
令 和 ４ 年 ４ 月 か ら 

令 和 ５ 年 ３ 月 ま で 
令和５年７月５日 

福 田 支 所
竜 洋 支 所
豊 田 支 所
豊 岡 支 所

令 和 ４ 年 ４ 月 か ら 

令 和 ５ 年 ３ 月 ま で 
令和５年７月５日 

２．監査の方法 

   磐田市監査基準に基づき実施した。提出された監査資料、関係帳票及び証

ひょう書類を抽出調査するとともに、関係職員から説明を聴取し、事務執行

が関係法令に基づき適正に執行されているかどうかを監査した。 

３．監査の結果 

   監査した事務は、概ね適正に処理されていると認められたが、一部におい

て改善・検討を要する事項が見受けられた。その監査結果の概要は、次のと

おりである。なお、監査の際に見受けられた軽微な事項については、その都

度、関係職員に対して改善又は検討を要望したので記述を省略した。 

【総務部 職員課】 

指摘事項 

  特になし 

所見（要望事項） 

  特になし 

【総務部 総務課】 

指摘事項 

  特になし 

所見（要望事項） 

  特になし 
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【総務部 市民課】 

指摘事項 

  特になし 

所見（要望事項） 

個人番号カード再発行手数料及び公的個人認証手数料については、市の予

算に計上されない歳入歳出外現金会計にて保管し、地方公共団体情報システ

ム機構へ払い出している。 

令和３年度分について、当該機構へ取扱件数を誤って報告したことにより、

支出金額が収入金額と相違し、２件分 2,000 円の現金が保管されたままとな

っている。 

取扱件数の報告にあたっては収入金額と照合するとともに、歳入歳出外現

金会計の収支状況及び残高確認をするなど、一連の事務取扱いについて改め

て整理したうえで適正に処理されたい。 

【総務部 契約検査課】 

指摘事項 

  特になし 

所見（要望事項） 

  特になし 

【総務部 福田支所・竜洋支所・豊田支所・豊岡支所】 

指摘事項 

  特になし 

所見（要望事項） 

  特になし 
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